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学習指導要領への「ライフジャケット」⽂⾔の追加の可能性について

これまで ⾹川県での「ライフジャケット推進事業 」におい
て 、県教委が中⼼となって学校等での指導が広がり、児童の感
想等から安全に対する意識が向上したり、学校や園での「ライ
フジャケット」の活⽤が広がってきていることが報告されてい
る。そして、⾏政等への「ライフジャケット」の寄贈や、各地
での有志の⽅の「ライフジャケット」を広げていく動きの中で
根拠資料がないことで、なかなか動きが停滞している現状があ
る。そこで、「学習指導要領」への「ライフジャケット」の⽂
⾔の記載ができないか …という可能性を探ってみることとし
た。現在の状況を共有させていただきたい。



◎運動が苦⼿な児童への配慮の例
・背浮きの姿勢での呼吸を続けることが苦⼿な児童には，浅い場所で踵を
付けたまま背浮きになる姿勢の練習をしたり，補助具を胸に抱えたり，仲
間に頭や腰を⽀えてもらったりして続けて浮く練習をしたりするなどの配
慮をする。
・浮き沈みの動きに合わせた呼吸をすることが苦⼿な児童には，体が⾃然
に浮いてくるまで待ってから息継ぎをすることや，頭を⼤きく上げるので
はなく⾸をゆっくりと動かし呼吸することを助⾔するなどの配慮をする。

なお，着⾐のまま⽔に落ちた場合の対処の仕⽅については，安全確保につな
がる運動との関連を図り，各学校の実態に応じて積極的に取り扱うこと。

・ 背浮きの姿勢での呼吸を続けることが苦⼿な児童には，浅い場所で踵を
付けたまま背浮きになる姿勢の練習をしたり，補助浮具を装着したり，仲
間に頭や腰を⽀えてもらったりして続けて浮く練習をしたりするなどの配
慮をする。
・ 浮き沈みの動きに合わせた呼吸をすることが苦⼿な児童には，体が⾃然
に浮いてくるまで待ってから息継ぎをすることや，頭を⼤きく上げるので
はなく⾸をゆっくりと動かし呼吸することを助⾔するなどの配慮をする。

なお，事前に補助浮具を装着して遊泳することや、着⾐のまま⽔に落ちた
場合の対処の仕⽅については，安全確保につながる運動との関連を図り，
各学校の実態に応じて積極的に取り扱うこと。

⼩学校学習指導要領（平成29年告⽰）解説
体育編「⽔泳」
「P.137 138の⽂⾔の追加についての案」



⼩学校学習指導要領（平成29年告⽰）解説
体育編 「保健」
「P.154の⽂⾔の追加についての案」

ウ 交通事故，⽔の事故，学校⽣活の事故や，犯罪被害の防⽌には，危険な
場所の点検などを通して，校舎や遊具など施設・設備を安全に整えるな
ど，安全な環境をつくることが必要であることを理解できるようにする。
その際，通学路や地域の安全施設の改善などの例から，様々な安全施設の
整備や適切な規制が⾏われていることにも触れるようにする。

（案１）
ウ 交通事故，⽔の事故，学校⽣活の事故や，犯罪被害の防⽌には，危険な
場所の点検などを通して，校舎や遊具など施設・設備を安全に整えるな
ど，安全な環境をつくることが必要であることを理解できるようにする。
また、事前に事故防⽌にかかる装備等の準備をすることについて指導を
⾏うようにする。その際，通学路や地域の安全施設の改善などの例から，
様々な安全施設の整備や適切な規制が⾏われていることにも触れるようにする。

（案２）
ウ 交通事故，⽔の事故，学校⽣活の事故や，犯罪被害の防⽌には，危険な
場所の点検などを通して，校舎や遊具など施設・設備を安全に整えるな
ど，安全な環境をつくることが必要であることを理解できるようにする。
また、命を守るための安全確保につながる装備の準備をすることについて
指導を⾏うようにする。その際，通学路や地域の安全施設の改善などの例から，
様々な安全施設の整備や適切な規制が⾏われていることにも触れるようにする。



⼩学校学習指導要領（平成29年告⽰）解説 特別活動編
「P.126の⽂⾔の追加についての案」 ク 事故防⽌のための万全な配慮をする。特に、安全への配慮から、⼩学校

の段階においては、活動する現地において集合や解散をすることは望まし
くないことを⼗分に考慮すべきである。また、⾃然災害などの不測の事態
に対しても、避難の⼿順等は事前に確認し、⾃校との連絡体制を整えるな
ど適切な対応ができるようにする。

（案２）
事故防⽌のための万全な配慮をする。特に、命を守るための装備にも留意することが⼤切である。
また、安全への配慮から、⼩学校の段階においては、活動する現地において集合や解散をすることは
望ましくないことを⼗分に考慮すべきである。そして、⾃然災害などの不測の事態に対しても、
避難の⼿順等は事前に確認し、⾃校との連絡体制を整えるなど適切な対応ができるようにする。

（案３）事故防⽌のための万全な配慮をする。特に、事故防⽌に係る装備の使⽤のための準備と事前
指導が⼤切である。また、安全への配慮から、⼩学校の段階においては、活動する現地において集合
や解散をすることは望ましくないことを⼗分に考慮すべきである。そして、⾃然災害などの不測の事
態に対しても、避難の⼿順等は事前に確認し、⾃校との連絡体制を整えるなど適切な対応ができるよ
うにする。

（案１）
事故防⽌のための万全な配慮をする。特に、過去の事故事例からも、命を守るための装備を事前に
準備することが⼤切である。また、安全への配慮から、⼩学校の段階においては、活動する現地に
おいて集合や解散をすることは望ましくないことを⼗分に考慮すべきである。そして、⾃然災害
などの不測の事態に対しても、避難の⼿順等は事前に確認し、⾃校との連絡体制を整えるなど適切な
対応ができるようにする。



⼩学校学習指導要領（平成29年告⽰）解説 理科
「P.91の⽂⾔の追加についての案」

なお，⼟地の観察に当たっては，それぞれの地域に応じた指導を⼯夫するよう
にするとともに，野外観察においては安全を第⼀に考え，事故防⽌に配慮するよ
うに指導する。また，岩⽯サンプルを採る際には，保護眼鏡を使⽤するなど，安
全に配慮するように指導する。

（案１）
なお，⼟地の観察に当たっては，それぞれの地域に応じた指導を⼯夫するよう
にするとともに，野外観察においては安全を第⼀に考え，事故防⽌にかかる装備等を
準備し、事故防⽌に配慮するように指導する。また，岩⽯サンプルを採る際には，
保護眼鏡を使⽤するなど，安全に配慮するように指導する。

（案２）
なお，⼟地の観察に当たっては，それぞれの地域に応じた指導を⼯夫するよう
にするとともに，野外観察においては安全を第⼀に考え，命を守るための装備等を
準備し、事故防⽌に配慮するように指導する。また，岩⽯サンプルを採る際には，
保護眼鏡を使⽤するなど，安全に配慮するように指導する。



⼩学校学習指導要領（平成29年告⽰）解説 総合的な学習の時間編
「P.56の⽂⾔の追加についての案」

また，児童の安全に対して，⼗分に配慮した体験活動であることも挙げられる。
体験活動は，それ⾃体が魅⼒的であり児童の意欲を喚起することが多い。また，
屋外で⾏ったり，機材などを使ったりするダイナミックな活動であることも多い。
事前の準備や⼈的な⼿配などを丁寧に⾏い，⼗分な安全確保の中で体験活動の魅⼒
を存分に引き出すようにすることが望まれる。

（案１）
また，児童の安全に対して，⼗分に配慮した体験活動であることも挙げられる。
体験活動は，それ⾃体が魅⼒的であり児童の意欲を喚起することが多い。また，
屋外で⾏ったり，機材などを使ったりするダイナミックな活動であることも多い。
事故防⽌にかかる装備等の事前の準備や⼈的な⼿配などを丁寧に⾏い，⼗分な安全
確保の中で体験活動の魅⼒を存分に引き出すようにすることが望まれる。

（案２）
また，児童の安全に対して，⼗分に配慮した体験活動であることも挙げられる。
体験活動は，それ⾃体が魅⼒的であり児童の意欲を喚起することが多い。また，
屋外で⾏ったり，機材などを使ったりするダイナミックな活動であることも多い。
命を守るための装備等の事前の準備や⼈的な⼿配などを丁寧に⾏い，⼗分な安全
確保の中で体験活動の魅⼒を存分に引き出すようにすることが望まれる。



特別⽀援学校学習指導要領（平成30年告⽰）解説 各教科等編
「P.222 247の⽂⾔の追加についての案」 指導に当たっては，⽔に慣れ親しみながら，⽔に対する不安感を取り除く簡

単な遊び⽅を⼯夫することで学習を進め，⽔の中での運動の楽しさや⼼地よさ
を味わうことができるようにすることが⼤切である。
また，⽔泳の指導においては，特に，児童の健康状態や体調の把握，気温，
⽔温や⽔深，⽔質などに⼗分注意を払うとともに，指導体制や監視体制の整備
を⼗分に図ることが重要である。

また，⽔泳の指導においては，特に，児童の健康状態や体調の把握，気温，
⽔温や⽔深，⽔質などに⼗分注意を払うとともに，必要に応じて事前に補助浮具を
準備することや、指導体制や監視体制の整備を⼗分に図ることが重要である。

諸条件の整っている学校に対して，⾃然との関わりの深い運動の指導を奨励し
ていることを⽰したものである。その際，安全の確保に⼗分留意することが重要
である。

（案１）
諸条件の整っている学校に対して，⾃然との関わりの深い運動の指導を奨励し
ていることを⽰したものである。その際，事故防⽌にかかる装備等を準備するなど、
安全の確保に⼗分留意することが重要である。

（案２）
諸条件の整っている学校に対して，⾃然との関わりの深い運動の指導を奨励し
ていることを⽰したものである。その際，命を守るための装備等を準備するなど、
安全の確保に⼗分留意することが重要である。



幼稚園教育要領（平成30年告⽰）解説
「P.127の⽂⾔の追加についての案」

特に，⾃然の中で幼児が豊かな⽣活体験をすることが⼤切であり，家庭庭との連携
を図りながら，近隣の⾃然公園や⾃然の中にある宿泊施設の活⽤なども考えていくことが必要である。
このような園外の活動は，幼児の発達を⼗分に考慮した計画の下に実施する必要があり，
保護者の参加なども考え，安全に配慮して実施することが必要である。豊かな⾃然の中で，
教師や友達と共に宿泊したり，様々な活動をしたりすることは，⾃⽴⼼を育て，⼈と関わる⼒を養い，
幼児の記憶の中に楽しい思い出として残るであろう

（案１）
特に，⾃然の中で幼児が豊かな⽣活体験をすることが⼤切であり，家庭庭との連携を
図りながら，近隣の⾃然公園や⾃然の中にある宿泊施設の活⽤なども考えていくことが
必要である。このような園外の活動は，幼児の発達を⼗分に考慮した計画の下に実施する
必要があり，保護者の参加なども考えたり、命を守るための装備にも留意したりするなど、
安全に配慮して実施することが必要である。豊かな⾃然の中で，教師や友達と共に宿泊したり，
様々な活動をしたりすることは，⾃⽴⼼を育て，⼈と関わる⼒を養い，幼児の記憶の中に
楽しい思い出として残るであろう。

（案２）
特に，⾃然の中で幼児が豊かな⽣活体験をすることが⼤切であり，家庭庭との連携を
図りながら，近隣の⾃然公園や⾃然の中にある宿泊施設の活⽤なども考えていくことが
必要である。このような園外の活動は，幼児の発達を⼗分に考慮した計画の下に実施する
必要があり，保護者の参加なども考えたり、事故防⽌に係る装備の使⽤のための準備と
事前指導をしたりするなど、安全に配慮して実施することが必要である。豊かな⾃然の中で，
教師や友達と共に宿泊したり，様々な活動をしたりすることは，⾃⽴⼼を育て，⼈と関わる
⼒を養い，幼児の記憶の中に楽しい思い出として残るであろう。



学習指導要領には、以下のような⽂章で⽰されている。
体育の「安全確保につながる運動」では、⽔難事故を防ぐための⽅法として“落⽔した後にどう対処するか？”
ということを中⼼にして、「背浮き」「着⾐のまま⽔に落ちた場合の対処の仕⽅」などが⽰されている。
いずれも対処の仕⽅を学ぶための学習である。

保健の「けがの防⽌」では、対策として「危険な場所の点検などを通して、校舎や遊具など施設・設備を
安全に整えるなど、安全な環境を作ることが必要であることを理解できるようにする。」ということが
⽰されており、施設や環境について学ぶための学習となっている。

特別活動では、「事故防⽌のために万全な配慮をする。」という⾔葉で安全について⽰されている。
理科では、「安全を第⼀に考え、事故防⽌に配慮する。」という⾔葉で安全について⽰されている。

総合的な学習では、「児童の安全に対して、⼗分に配慮した体験活動」である必要性が⽰されており、
「事前の準備や⼈的な配慮などを丁寧に⾏い、⼗分な安全確保の中で体験活動の魅⼒を存分に
引き出すようにすることが望まれる。」とも⽰されている。

特別⽀援学校指導要領解説「各教科等」には、「指導体制や監視体制の整備を⼗分に図ることが重要である。」、
「安全の確保に⼗分留意することが重要である。と⽰されている。

全ての⽂⾔は、以下に分類される
事故が起こった時の対処法 指導体制、監視体制の整備 施設や環境の整備



この３つは、裏返せば
「対処ができれば命を守れる。」
「⼈的配慮をして監視をしていれば命を守ることができる。」
「施設や環境が整っていれば、命を守ることができる」
ということを⽰していると考えられる。

これまでの事故の事例から
いくら対処法を知っていても、監視体制を整えていても、環境を整えても、
⽔辺の活動では事故が起きている。
なぜなら、「⼈間は浮かない」という事実。
その事実がある以上、いくら周りの⼤⼈が配慮しても、⼀瞬で沈んでしまうことがある。
その瞬間を⾒逃さないこと、沈んでしまった後に助けることが困難である。

全ての⽂⾔は、以下に分類される
事故が起こった時の対処法 指導体制、監視体制の整備 施設や環境の整備



愛媛県⻄条市の加茂川で⼆〇⼀⼆年七⽉、「⻄条聖マリア幼稚園」の宿泊保育に参加した
吉川慎之介ちゃん（当時五歳）が川遊び中に流されて⽔死した事故に関して、刑事訴訟
（⼆〇⼀六年五⽉三⼗⽇判決、松⼭地⽅裁判所）においても、⺠事訴訟（⼆〇⼀⼋年⼗⼆
⽉⼗九⽇判決、松⼭地⽅裁判所⻄条⽀部）においても、園⻑に「ライフジャケットを準備
し園児らに適切に装着させる義務」があることを認めた。

⾹川県教育委員会の先進的な取り組み＞県内では⼀定の効果を⾒出している

森重⽒の地道な活動（クラウドファンディング、講演会等）を通じて

都道府県市町村が予算をつけることは⾮常に困難
寄贈される「ライフジャケット」をも受け⼊れられない状況（管理・保管場所）
「ライフジャケット」が整えられる環境の整備の⾒通しが⽴っていない
学校（授業）での取り扱いも難しい状況

学習指導要領に⽰されていないから



学習指導要領への「ライフジャケット」⽂⾔の追加の可能性について

先の学習指導要領改定の要点（⼩学校・体育・⽔泳）

平成20年告⽰ 平成29年告⽰

安全確保につながる運動

適切な⽔泳場の確保が困難な場合には、・・・⼼得については、必ず取り上げることを、・・・

この⽂⾔（⼼得）からの広がり
「ライフジャケット」追加の可能性


